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一般社団法人富山県建築士事務所協会 

富山県耐震診断等評定委員会設置規程 
 
(目 的) 
第１条  既存建築物(公共、民間を問わず)の耐震性能を把握するため耐震診断を行った場合、 
     診断方法が妥当であるか、また耐震補強計画が適正であるかを評定することを目的と

して一般社団法人富山県建築士事務所協会(以下「協会」と言う。)の中に富山県耐震

診断等評定委員会(以下「委員会」と言う。)を設置する。 
 
(事 業) 
第２条  既存建築物の耐震診断・耐震補強計画の評定(以下「耐震診断等評定」と言う。)の

申込みがあった場合、委員会を開催し、診断等の結果について内容の審査検討を行

い評定書を発行する。 
 
(委員会の構成) 
第３条  １．委員会の委員は大学教授等の学識経験者のほか、本会の構造関係者で構成し、 
       その数は５名以上とする。ただし、学識経験者は３名以上とする。 
     ２．委員会の委員は本協会の会長が委嘱する。 
     ３．委員会には学識経験者による委員長１名及び副委員長若干名を置くものとする。 
     ４．評定委員会には顧問を置くことができる。 
     ５．行政機関の職員及び評定依頼者を、この委員会にオブザーバーとして出席を求め

意見を聴くことができる。 
 
(委員の任期) 
第４条  １．委員の任期は原則として２年とし、再任は妨げない。 
     ２．補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現在の委員の在任期間

とする。 
 
(委員会の開催) 
第５条  １．委員会は必要に応じて委員長が招集する。 
     ２．委員会は委員長が議長となるが、委員長が不在の場合は副委員長がその職務を 

代行する。 
     ３．委員会は学識経験者２名以上を含む半数以上の委員の出席がなければ開会する 

ことができない。 
     ４．委員会の開催通知は本協会の事務局(以下「事務局」と言う。)において行う。 
     ５．北陸地域の共通性を考慮して必要に応じて石川、福井各県の事務所協会が設置し

た評定委員会と合同の評定委員会を開催する。 
      
(評定の申込み) 
第６条  １．既存建築物の耐震診断評定の申込みは、耐震診断等評定申込書（様式１号）によ

り、耐震診断等業務の受託契約後すみやかに行う。 
    ２．評定委員会の作業フロー等は、別に定める。 

 
(受 付) 
第７条  １．耐震診断等の申込みの受付事務は、本協会の事務局において行う。 
     ２．事務局は、提出された資料を確認のうえ受理する。 
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(評定の報告) 
第８条  １．委員長は業務終了後、すみやかに耐震診断等評定書(様式２号)を一般社団法人富

山県建築士事務所協会会長(以下、「会長」と言う。)に提出する。  
     ２．会長は提出のあった耐震診断等評定書を申込者に交付(様式３号)する。 
     ３．前項の評定書は本会に１部控えを保存する。 

 
(守秘義務) 
第９条  委員会の委員は検討事項に関連して知り得た資料、内容等を原則として第３者に漏洩、

公表または活用してはならない。 
 
(記 録) 
第10条 委員会は委員会業務の記録を行い、事務局がこれを保管する。 
 
(事業年度) 
第 11 条 委員会の事業年度は１年間とし、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
(その他) 
第 12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が別に定める。 
        
 

付  則 
制定 この規程は 平成 ９年 １月 ３０日 より施行する。 
改訂 この規程は 平成 １５年 ４月 １日 より施行する。 
改訂 この規程は 平成 ２２年 ２月 １日 より施行する。 
改訂 この規程は 平成 ２９年 ４月 １日 より施行する。 

 


